
事業番号:  19-14 

補助事業名:  平成 19 年度ソフトウェア流通促進対策等補助事業 

補助事業者名:  財団法人 ソフトウェア情報センター 

 

１．補助事業の概要 

事業の目的 

知的財産の戦略的活用を目指し、ＩＴ社会の活用に向けた基盤整備を促進するため、ソフトウ

ェア関連やプログラム等著作物に関する情報提供及び調査研究を行い、もって機械工業の振興に

寄与する。 

 

①ソフトウェアに関する知的財産関連情報の提供・啓発 

事務局に閲覧室を設置し、当財団が実施した各種調査研究の成果をはじめ内外のソフトウェア関連

資料を整理拡充し、広く一般の利用に供するとともに、インターネットを利用した情報の提供を行った。

また、プログラム著作物の登録情報の提供として官報公示及び前年度に登録された情報を「プログラム

年報平成１８年度版」としてまとめ発行した。 

 

 

②ソフトウェアに関する法的調査研究 

ア．ソフトウェア取引の契約問題に関する調査研究 

ソフトウェア取引をめぐるトラブル事例について、ソフトウェアの開発者・発注者双方の責任や

役割をどのように考えればよいか、学識経験者、産業界の専門家及び法律専門家から構成する委

員会等を設けて、判例をもとに調査を行った。 

 

 

 

②ソフトウェアに関する法的調査研究 

イ．ソフトウェア知的財産の関連法規とその運用に係る調査研究 

技術の進歩が及ぼす知的財産法制への影響について、海外の事例（主に米国）も含めて検討を

行った。法律の専門家として学者・弁護士、また実務的な立場として企業の法務担当者から成る

委員会により、日々進歩する新技術のもといかに権利の保護と利用のバランスをはかるかについ

て、事例の分析の留まらずあるべき方向性について調査研究を実施した。また、必要な情報を国

内外の文献やデータベース及びインターネット等により収集を行った。 

 

 

(２)実施内容 

①ソフトウェアに関する知的財産関連情報の提供・啓発 

（http://www.softic.or.jp/service/eturan.html） 

事務局に閲覧室を設置し、当財団が実施した各種調査研究の成果をはじめ内外のソフトウェア関連資

料を整理拡充し、広く一般の利用に供するとともに、インターネットを利用した情報の提供を行った。また、
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プログラム著作物の登録情報の提供として官報公示及び前年度に登録された情報を「プログラム年報平

成１８年度版」としてまとめ発行した。 

 

②ソフトウェアに関する法的調査研究 

ア．ソフトウェア取引の契約問題に関する調査研究 

http://www.softic.or.jp/publication/reports/19-01.html

コンピューター・ソフトウェア取引を巡る契約問題について判例研究を行った。具体的に

は、完成しなかったシステムにつき原告の主張する被告の債務不履行を認めなかった事例、

開発機器の類似品を発注主が開発したことにより保守契約の更新が出来なかったとする不法

行為及び保守ソフトへの著作権侵害を主張した事例、データベース開発請負契約においてそ

の解除事由がサーバー売買契約の解除事由にも当たるとされた事例など 5 つの事例を取り上

げ、報告書「ソフトウェア契約関連判例に関する調査研究報告書－平成１9 年度版－」をまとめ

た。 

 

 

②ソフトウェアに関する法的調査研究 

イ．ソフトウェア知的財産の関連法規とその運用に係る調査研究 

取り上げた判例は国内４件、米国１件の計 5件。MYUTA と称する携帯電話向け音楽ストレー

ジサービスにおける複製権等侵害行為の主体性が問題となった「イメージシティ事件」、映

画の著作権保護期間の延長を巡り相次いだ判決をまとめた「最近の映画事件の論点」など、

いずれも新しい技術がもたらす権利の保護と利用のこれからのあり方について多くの問題と

方向性を内包する事例として議論・検討を行い、「ソフトウェア等の権利保護に関する調査研

究報告書－平成 19 年度版－」をまとめた。 

http://www.softic.or.jp/publication/reports/19-02.html

特許については、公知技術の組み合わせ発明についての自明性の判断について、従来低いと

される米国の判断基準を覆えした米国最高裁判決、ソフトの海外事業者への送付は、送付さ

れたソフトのコピー自体が 271 条(f)の構成要素であり、送付後のコピー行為は供給とは異な

るとして、米国特許法の域外適用を否定した米国最高判決及び故意侵害の証明責任を従来の

被告から原告に転換させた米国控訴審判決他、主に国内外における重要な最高裁判決等を中

心に検討を行い、「ソフトウェア関連特許に関する調査研究報告書－平成 19 年度－」をまと

めた。 

  http://www.softic.or.jp/publication/reports/19-03.html

 

・情報の提供 

内外のトピックを紹介する「ローニュース「ＳＬＮ（Softic Law News）」を発行した。 

 

 2 

http://www.softic.or.jp/publication/reports/19-01.html
http://www.softic.or.jp/publication/reports/19-02.html
http://www.softic.or.jp/publication/reports/19-03.html


２. 予想される事業実施効果 

①ソフトウェアに関する知的財産関連情報の提供・啓発 

閲覧室及びインターネットを利用した情報提供システムにより、ソフトウェア・プロダクト情報及びソフトウ

ェアに関する有益な情報を広範囲に提供することが可能となり、情報の活用に役立つものと確信する。 

 

②ソフトウェアに関する法的調査研究 

ア．ソフトウェア取引の契約問題に関する調査研究 

コンピュータ・ソフトウェア取引を巡る契約問題について判例研究を行い、報告書「ソフトウ

ェア契約関連判例に関する調査研究報告書－平成１9 年度版－」をまとめ、今後の契約問題につい

て各方面における検討に役立てることができた。 

 

 

 

②ソフトウェアに関する法的調査研究 

イ．ソフトウェア知的財産の関連法規とその運用に係る調査研究 

新しい技術と権利の保護と利用のあり方について多くの問題と方向性を内包する事例として

議論・検討され、今後の問題についての対応を考えるうえで役立つことができた。 

  調査研究の成果を「ソフトウェア等の権利保護に関する調査研究報告書－平成 19 年度版－」

と「ソフトウェア関連特許に関する調査研究報告書」－平成 19 年度版－としてまとめ、関係者

に配布するとともにローニュース「ＳＬＮ（Softic Law News）」を発行し関係方面に広く配布

し、複雑化するソフトウェア等の法的保護問題について各方面における検討に役立てることがで

きた。 

 

 

３.本事業により作成した印刷物 

②ソフトウェアに関する法的調査研究 

ア．IT 関連取引の契約に関する調査研究 

「ソフトウェア契約関連判例に関する調査研究報告書」－平成１8 年度版－         ２５０部 

②ソフトウェアに関する法的調査研究 

イ．ソフトウェア知的財産の戦略的活用に係る法的課題の調査研究 

「ソフトウェア関連判例の最新動向」－平成 1８年度版－             ２５０部 

 

・情報の提供 

「入手資料ご案内」No.0603～No.702                                        各５２０部 

「ＳＬＮ Ｎｏ．104」                                               ５２０部 

 

４．事業内容についての問合せ先 

団体名：財団法人 ソフトウェア情報センター(ソフトウェアジョウホウセンター) 

住 所： 105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目１番地４号 東都ビル 
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代表者：理事長 野村 豊弘(ノムラ トヨヒロ) 

担当部署：業務課(ギョウムカ) 

担当者名：課長  島崎 省二(シマザキ ショウジ) 

電話番号：03-3437-3071       ＦＡＸ番号：03-3437-3398 

Ｅ－ｍａｉｌ：staff@softic.or.jp      ＵＲＬ：http://www.softic.or.jp/ 
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